
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
七

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
七

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
八

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
字
鍛
冶
新
居
三
六
二
〇
番
十
五

二
　
道
路
の
幅
員

四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

十
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
四
月
十
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
　

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
や
ま
な
し
自
然
ク
ラ
ブ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
一
木
昭
男

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
富
竹
二
丁
目
四
番
十
二
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
行
政
関
係
機
関
な
ど
幅
広
い
関
係
者
と
の
連
携
・
協
力
の
下
に
、
子
供
た
ち
を

は
じ
め
多
く
の
県
民
に
対
し
て
、
身
近
な
自
然
を
活
用
し
、
い
き
も
の
と
ふ
れ
あ
い
、
自
然
の
中

で
の
憩
い
、
自
然
と
の
共
生
を
実
感
で
き
る
よ
う
体
験
活
動
な
ど
を
通
じ
て
、
環
境
と
の
調
和
に

対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
、
自
然
体
験
活
動
等
を
行
う
機
会
を
提
供
す
る
事
業
を
行
い
、
よ
り

よ
い
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
こ
と
で
、
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
五
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
四
月
十
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
　

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
Ｉ
Ｔ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
山
梨

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
岩
田
薫

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
玉
穂
町
若
宮
七
番
地
二

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
と
し
て
山
梨
県
内
の
事
業
所
、
行
政
機
関
、
各
種
団
体
、
住
民
組
織
に
対
し

て
当
該
組
織
の
目
的
に
資
す
る
戦
略
的
な
情
報
化
投
資
や
情
報
技
術
の
利
用
、
活
用
を
推
進
で
き

る
よ
う
に
支
援
す
る
。
具
体
的
に
は
、
企
業
や
自
治
体
等
の
経
営
戦
略
や
組
織
の
活
性
化
方
針
に

基
づ
く
情
報
戦
略
の
提
言
や
、
情
報
化
に
関
す
る
調
査
、
教
育
、
助
言
、
導
入
、
運
用
支
援
な
ど

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
二
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年五

月
二
日

第
千
五
百
六
十
七
号

月　曜　日



の
活
動
を
、
経
済
産
業
省
の
推
奨
資
格
で
あ
る
Ｉ
Ｔ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
の
プ
ロ
セ
ス
に
則
っ
て
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
経
済
活
動
の
活
性
化
を
図
る
と
共
に
、
情
報
化
社
会
の
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
五
日
ま
で

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
文
化
財
を
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
二
日

山
梨
県
教
育
委
員
会
　
　

委
員
長
　
　
内
　
　
藤
　
　
い
づ
み

有
形
文
化
財
の
部

建
造
物

名
　
称

員
　
数

構
造
及
び
形
式
　
　

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の

場
所

高
室
家
住

一
〇
棟

主
屋

高
室
昌

千
葉
県
市
川
市

甲
府
市

宅

桁
行
一
八
・
三
七
メ
ー
ト
ル

一
郎

若
宮
三
丁
目
一

高
室
町

附
　
棟

、
梁
間
九
・
一
二
メ
ー
ト
ル

六
番
一
三
号

七
五
四

札
一
枚
・

、
一
重
、
入
母
屋
造
、
茅
葺

番
地

家
相
図
三

鉄
板
覆
。
正
面
玄
関
式
台
桁

枚

行
三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
、
梁

間
二
・
七
二
メ
ー
ト
ル
、
入

母
屋
造
、
桟
瓦
葺
、
南
面
、

西
面
及
び
北
面
お
だ
れ
附
属

離
れ桁

行
七
・
八
四
メ
ー
ト
ル
、

梁
間
三
・
六
四
メ
ー
ト
ル
、

一
重
、
入
母
屋
造
、
茅
葺
形

鉄
板
葺
、
西
面
出
書
院
付
き

、
東
面
渡
廊
下
附
属

文
庫
蔵

土
蔵
造
、
桁
行
六
・
八
五
メ

ー
ト
ル
、
梁
間
三
・
六
四
メ

ー
ト
ル
、
二
階
建
、
切
妻
造

、
北
面
庇
付
き
、
桟
瓦
葺
、

南
面
に
奥
及
び
奥
の
間
、
東

面
お
だ
れ
の
間
、
北
面
便
所

附
属

新
蔵土

蔵
造
、
桁
行
五
・
四
五
メ

ー
ト
ル
、
梁
間
四
・
五
四
メ

ー
ト
ル
、
二
階
建
、
切
妻
造

、
桟
瓦
葺
、
南
面
に
お
だ
れ

、
東
面
相
の
間
附
属
、
妻
入

り
長
屋
門

桁
行
一
九
・
〇
九
メ
ー
ト
ル

、
梁
間
三
・
六
三
メ
ー
ト
ル

、
一
重
、
切
妻
造
、
桟
瓦
葺

前
蔵土

蔵
造
、
桁
行
七
・
二
七
メ

ー
ト
ル
、
梁
間
四
・
五
四
メ

ー
ト
ル
、
二
階
建
、
桟
瓦
葺

、
西
面
土
庇
及
び
南
面
突
出

部
附
属

糠
倉
・
外
便
所

桁
行
七
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
、

梁
間
一
・
八
七
メ
ー
ト
ル
、

一
重
、
切
妻
造
、
桟
瓦
葺

籾
蔵土

蔵
造
、
桁
行
九
・
〇
九
メ

ー
ト
ル
、
梁
間
四
・
五
四
メ

ー
ト
ル
、
一
部
二
階
建
、
桟

瓦
葺
、
南
面
土
庇
附
属

味
噌
蔵

土
蔵
造
、
桁
行
六
・
六
六
メ

ー
ト
ル
、
梁
間
三
・
三
六
メ

ー
ト
ル
、
一
重
、
桟
瓦
葺

弁
財
天
堂

桁
行
二
・
三
六
メ
ー
ト
ル
、

梁
間
一
・
八
一
メ
ー
ト
ル
、

一
重
、
入
母
屋
造
、
桟
瓦
葺

、
妻
入
り

附
　
棟
札
（
「
明
治
四
十
一
年

十
月
二
十
一
日
」
の
記
の
あ
る

も
の
）
一
枚
・
家
相
図
（
「
慶

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
二
日

三
二
八



應
三
年
卯
五
月
再
模
写
、
更
ニ

明
治
三
十
二
年
二
月
十
七
日
写

之
」
の
記
の
あ
る
も
の
、
「
慶

應
三
年
卯
五
月
再
模
写
、
明
治

三
十
二
年
二
月
亦
写
之
」
の
記

の
あ
る
も
の
、
「
慶
應
三
年
卯

五
月
再
模
写
、
明
治
三
十
二
年

二
月
十
七
□
亦
写
之
」
の
記
の

あ
る
も
の
）
三
枚

絵
　
画

名
　
称

員
　
数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の

場
所

絹
本
著
色

二
幅

絹
本
著
色
　
掛
軸
装
　
画
絹
中

山
梨
県

甲
府
市
丸
の
内

笛
吹
市

法
然
上
人

二
副
左
右
半
副
一
鋪

一
丁
目
六
番
一

御
坂
町

絵
伝

第
一
幅

号

成
田
一

縦
一
五
三
・
九
セ
ン
チ
メ
ー

五
〇
一

ト
ル
、
横
一
一
〇
・
四
セ
ン

番
地
の

チ
メ
ー
ト
ル

一
山
梨

第
二
幅

県
立
博

縦
一
五
四
・
一
セ
ン
チ
メ
ー

物
館

ト
ル
、
横
一
一
〇
・
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

絹
本
著
色

二
幅

絹
本
著
色
　
掛
軸
装

山
梨
県

甲
府
市
丸
の
内

笛
吹
市

五
代
目
大

各
縦
九
八
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト

一
丁
目
六
番
一

御
坂
町

木
喜
右
衛

ル
、
横
三
五
・
一
セ
ン
チ
メ
ー

号

成
田
一

門
夫
妻
像

ト
ル

五
〇
一

歌
川
広

番
地
の

重
筆

一
山
梨

県
立
博

物
館

書
跡
・
典
籍

名
　
称

員
　
数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の

場
所

田
辺
家
古

九
〇
点

田
辺
家
古
文
書
等
　
九
〇
点

山
梨
県

甲
府
市
丸
の
内

笛
吹
市

文
書
等
一

一
丁
目
六
番
一

御
坂
町

括

号

成
田
一

五
〇
一

番
地
の

一
山
梨

県
立
博

物
館

考
古
資
料

名
　
称

員
　
数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の

場
所

古
柳
塚
古

六
八
点

武
器
類
三
五
点
、
馬
具
類
六
点

笛
吹
市

笛
吹
市
石
和
町

笛
吹
市

墳
出
土
品

、
装
身
具
類
二
六
点
、
須
恵
器

市
部
七
七
七
番

八
代
町

一
点

地

南
九
一

七
番
地

笛
吹
市

教
育
委

員
会

歴
史
資
料

名
　
称

員
　
数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の

場
所

甲
州
道
中

一
双

紙
本
著
色
　
貼
交
六
曲
屏
風

山
梨
県

甲
府
市
丸
の
内

笛
吹
市

図
屏
風

各
縦
一
七
六
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー

一
丁
目
六
番
一

御
坂
町

ト
ル
、
横
三
六
八
・
〇
セ
ン
チ

号

成
田
一

メ
ー
ト
ル

五
〇
一

番
地
の

一
山
梨

県
立
博

物
館

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
二
日

三
二
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
六
十
七
号
　
　
平
成
十
七
年
五
月
二
日

三
三
〇


